
- 1 -

○
経
済
産
業
省
令
第
五
十
五
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電

気
事
業
法
施
行
規
則
及
び
発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
六
年
十
一
月
五
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

電
気
事
業
法
施
行
規
則
及
び
発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
四
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
燃
料
電
池
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

イ

固
体
高
分
子
型
又
は
固
体
酸
化
物
型
の
燃
料
電
池
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
燃
料
・
改
質
系
統
設
備
の
最
高
使
用
圧

力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
液
体
燃
料
を
通
ず
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
一
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
未
満
の
も
の
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ロ

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
（
二
輪
自
動
車

、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型
特

殊
自
動
車
並
び
に
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
に
設
置
さ
れ
る
燃
料
電
池
発
電
設
備
（
当
該
自
動
車
の
動
力
源
と
し

て
用
い
る
電
気
を
発
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
圧
縮
水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
道
路

運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
二
第
三
項

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

第
四
十
八
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
七
十
三
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
で
発
生
さ
せ
た
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
で
あ

っ
て
、
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

（
発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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目
次
中
「
第
九
章

可
燃
性
の
廃
棄
物
を
主
な
原
材
料
と
し
て
固
形
化
し
た
燃
料
の
貯
蔵
設
備
（
第
六
十
九
条
―
第
七
十

「
第
九
章

可
燃
性
の
廃
棄
物
を
主
な
原
材
料
と
し
て
固
形
化
し
た
燃
料
の
貯
蔵
設
備
（
第
六
十
九
条
―
第
七

三
条
）
」
を

第
九
章
の
二

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
七
十
三
条
の
二
―
第
七
十
三
条
の
六
）

十
三
条
）

に
改
め
る
。

」

第
五
条
の
見
出
し
中
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」
の
下
に
「
及
び
そ
の
附
属
設
備
」
を
加
え
、
同
条
中
「
化
学
的
及
び
」
を
「
化
学

的
影
響
及
び
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」
の
下
に
「
及
び
そ
の
附
属
設
備
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
条
第
一
項
中
「
化
学
的
及
び
」
を
「
化
学
的
影
響
及
び
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
四
項
第
五
号
に
該
当
す
る
燃
料
電
池
発
電
設
備
（
同
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
燃
料
電
池
設
備
に
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
三
十
五
条
中
「
各
号
を
満
た
す
構
造
の
も
の
」
を
「
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
燃
料
電
池
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

燃
料
ガ
ス
を
通
ず
る
部
分
の
燃
料
ガ
ス
が
安
全
に
排
除
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
燃
料
電
池
設
備
又
は
燃
料
ガ
ス
を
通
ず
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る
部
分
に
密
封
さ
れ
た
燃
料
ガ
ス
の
爆
発
に
耐
え
ら
れ
る
構
造
で
あ
る
燃
料
電
池
設
備
で
あ
っ
て
、
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
未
満
の
も
の

二

前
条
第
三
項
の
燃
料
電
池
設
備

第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
中
「
化
学
的
及
び
」
を
「
化
学
的
影
響
及
び
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
九
章
の
二

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備

（
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
材
料
等
）

第
七
十
三
条
の
二

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
（
シ
リ
ン
ダ
ー
の
中
に
密
封
し
た
作
動
流
体
（
凝
縮
し
な
い
状
態
で
使
用
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
温
度
変
化
に
よ
る
体
積
変
化
に
よ
り
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
属
す
る
容
器
並
び
に
管
の
耐
圧
部
分
に
使
用
す
る
材
料
は
、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温

度
及
び
最
低
使
用
温
度
に
お
い
て
材
料
に
及
ぼ
す
化
学
的
影
響
及
び
物
理
的
影
響
に
対
し
、
安
全
な
化
学
的
成
分
及
び
機

械
的
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
に
使
用
す
る
作
動
流
体
は
、
不
活
性
ガ
ス
又
は
空
気
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
構
造
）

第
七
十
三
条
の
三

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
は
、
非
常
停
止
装
置
が
作
動
し
た
と
き
に
達
す
る
回
転
速
度
及
び
往
復
速
度

に
対
し
て
構
造
上
十
分
な
機
械
的
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
の
軸
受
は
、
運
転
中
の
荷
重
を
安
定
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
異
常
な
摩
耗

、
変
形
及
び
過
熱
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
の
耐
圧
部
分
の
構
造
は
、
最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
又
は
最
低

使
用
温
度
に
お
い
て
発
生
す
る
最
大
の
応
力
に
対
し
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
圧

部
分
に
生
ず
る
応
力
は
当
該
部
分
に
使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
発
電
機
そ
の
他
の
回
転
体
を
同
一
の
軸
に
結
合
し
た
も
の
（
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン

及
び
発
電
機
そ
の
他
の
回
転
体
を
同
一
の
軸
に
結
合
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
）
の
危
険
速

度
は
、
調
速
装
置
に
よ
り
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
転
速
度
の
う
ち
最
小
の
も
の
か
ら
非
常
停
止
装
置
が
作
動
し
た
と

き
に
達
す
る
回
転
速
度
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
危
険
速
度
に
お
け
る
振
動
が
当
該
ス
タ
ー
リ
ン
グ

エ
ン
ジ
ン
の
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
な
対
策
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
調
速
装
置
）

第
七
十
三
条
の
四

誘
導
発
電
機
と
結
合
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
以
外
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
に
は
、
定
格
負

荷
を
遮
断
し
た
場
合
に
達
す
る
回
転
速
度
及
び
往
復
速
度
を
非
常
停
止
装
置
が
作
動
す
る
回
転
速
度
未
満
及
び
往
復
速
度

未
満
に
す
る
能
力
を
有
す
る
調
速
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
停
止
装
置
）

第
七
十
三
条
の
五

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
に
は
、
運
転
中
に
生
じ
た
過
回
転
、
過
熱
そ
の
他
の
異
常
に
よ
る
危
害
の
発

生
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
を
自
動
的
か
つ
速
や
か
に
停
止
さ

せ
る
非
常
停
止
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
測
装
置
）

第
七
十
三
条
の
六

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
は
、
設
備
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
運
転
状
態
を
計

測
す
る
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
五
条
中
「
化
学
的
及
び
」
を
「
化
学
的
作
用
及
び
」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


